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問　町選挙管理委員会
　　☎ 282－ 1111

みなさん、３月27日日は
熊本県知事選挙に行きましょう！

御船町特産品認定制度がスタートします。特産品としての認定を受けるためには手続きが必要です。

■御船町特産品とは？
　御船町ならではの特色ある商品で、認定基準を満た
し、町から認定を受けた商品のことです。

■認定申請対象品目
　◎食品 ・ 加工品
　◎工芸品
　◎農産物

■申請対象者
　《個人》…町に在住または町内に店舗を有する事業者
　《法人》…町内に拠点がある法人
　《町内地域団体・町民で組織された任意組織》
　　　　 …町内に存在する団体、組織

■申請受付期間
　３月15日火～４月28日木

■認定までの流れ
　◆認定商品申請
　　　↓
　◆審査（認定基準を満たしているか審査）
　　　↓
　◆認定（認定書の交付）

　３月 27日日は、熊本県知事選挙の投票日です。
　送付された入場券に記載してある、投票所と投
票時間を確認して投票に行きましょう。
　投票日当日に投票ができない場合は、期日前投
票または不在者投票ができます。詳しくは、町選
挙管理委員会までお問い合わせください。

■御船町特産品に認定された場合のメリット
１　御船町で認定された商品として販売ができま
す。

２　認定された特産品ＰＲ冊子の作成、広報みふね
への掲載、町ホームページに特産品コーナーを設
け、町内外へ広く情報を発信します。

３　町内外で開催される観光物産展・イベントなど
への出店推薦を優先的に行います。

４　ふるさと納税者へのお礼品のリストに加え、納
税者向けのチラシなどへ御船町特産品認定商品と
しての表記を行い、他商品との優位性を図ります。

５　認定された商品数を踏まえ、売り場を確保し販
売を促します。

■その他
　募集要項および申請様式については、町ホームペー
ジからダウンロードするほか、役場商工観光課 、町
観光協会、町商工会でお渡しします。
　○町観光協会　☎２００－３９６５
　○町商工会　☎２８２－０３２２

■申請先
　役場商工観光課　９時～17時（開庁日のみ）

■勤務場所
　滝尾小学童保育クラブ（たんぽぽクラブ）
　滝尾小学校横　滝尾分館

■勤務時間
　□平日　15時～18時30分
　□土曜日　　７時30分～17時
　□長期休暇　７時30分～18時30分

■仕事内容
　児童の放課後の保育

滝尾小学童保育クラブ（たんぽぽクラブ）では、指導員を募集します。詳しくは、こども未来課子育て支援係
までお問い合わせください。

■必要な資格
　特になし

■時給
　720円

■募集人員
　２人程度

奥田リエコさんへ感謝状

　街なかギャラリー常設展として約１年４ヵ月にわた
り開催された、郷土史家・故奥田盛人さんの回顧展が
終了しました。回顧展には町に深く関わりのある貴重
な資料が展示され、県内外から多くの人が訪れました。
　回顧展の終了にあたり２月16日、貴重な掛け軸を
寄贈されたことを踏まえ、町の郷土史継承に尽力され
たとして、妻リエコさんに、町から感謝状が贈られま
した。

奥田　盛人（おくだ　もりと）
大正９年12月生まれ。太平洋戦争後復員し、七滝村役
場に（合併後御船町役場に）就職。昭和49年４月上益
城消防長に就任。退職後は郷土史家として活動に専念
するなか、町文化財保護委員や町史編纂委員を務める
など、町の郷土史に多大な功績を残す。平成16年度県
文化財功労者表彰受賞。享年92歳。
〈主な著書〉
　「御船史蹟記」「林田能寛顕彰誌」「碑文に見る郷土史」
など

■リエコさんからお礼の言葉
　「町からの依頼を受け、主人の一年祭を機に、平成
26年９月20日から『奥田盛人回顧展』を開かせてい
ただきました。故人は生存中、町のために役に立てる
ならばとの一念で『郷土史』を自費出版し、研修で講
話を続けるなど、体力の限界まで頑張りました。町内
の皆さま、県内各地、九州各県から、遠くは関東など、
遠来からもたくさんご来場いただき、ありがたく、こ
ころから感謝申し上げます」

◀約１年４ヵ月開催
　された回顧展

盛人さんを支え続けた
　　　妻リエコさん▶
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御船町特産品　認定申請品を募集します
問商工観光課　商工観光係　☎２８２－１２２６問商工観光課　商工観光係　☎２８２－１２２６

学童保育クラブの指導員を募集
問こども未来課　子育て支援係　☎２８２－１３４６


